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６    ９      １  記入日 

請求者（受給者となる方）を記入。現在の住所と、本年１月１日時点の住所が異なる場合は、１月１日

時点の住所も記入。 

  【職業】健康保険証が社会保険本人の方⇒被用者 

       健康保険証が社会保険扶養の方、国民健康保険の方⇒被用者等でない者 

  ※共済組合員の方（健康保険証の左上に「〇〇共済組合組合員証」と記載がある方）は保険証の写 

しを添付してください。 

配偶者を記入。現在の住所が請求者の住所と異なる場合は記入。また、本年１月１日時点の住所が現在

の住所と異なる場合は、１月１日時点の住所も記入。 

大学生年代（１８歳に到達した年度の翌年度～２２歳に到達した年度の年度末まで）の子がいる場

合に記入。経済的負担のある大学生年代の子がおり、その子と高校生年代以下の児童の合計が３人

以上になる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。提出がないと、

手当が増額されません。養育している子の人数が２人以下の方、子は３人以上いるがその中に大学

生年代の子がいない方は、確認書の提出の必要はありません。 

【監護相当の有無】子の面倒をみている、または定期的に連絡をしている等⇒有 

子の面倒をみていない（子が就労し、独立して生計を営んでいる）⇒無  

無の場合、児童手当の算定対象児童とはなりません。 

【生計費負担の有無】学費や生活費を請求者が負担している、生活必需品の仕送りをしている⇒有 

子に対して経済的負担がない（子が独立して生計を営んでいる）⇒無 

無の場合、児童手当の算定対象児童とはなりません。 

0歳から高校生年代までの子（平成１８年４月２日以降に生まれた子）について記入。請求者と子が別

居している場合には別居監護申立書の提出も必要となります。該当の方は、稲敷市公式 HPより印刷し

てください。 

【生計関係】子が請求者の実子または養子⇒同一 子が請求者の孫など実子でない⇒維持 

請求者名義の口座を記入してください。配偶者、児童、法人名義の口座は不可。 

記入例 


